
福 井 市 監 査 告 示 第 １ １ 号  

 令 和 ６ 年 ２ 月 １ ６ 日 付 け 監 査 告 示 第 ６ 号 に て 公 表 し た 監 査 の 結 果 に 関

す る 報 告 に つ い て 、 福 井 市 長 か ら 措 置 を 講 じ た 旨 の 通 知 を 受 け た の で 、

地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 １ ９ ９ 条 第 １ ４ 項 の 規 定 に よ

り 次 の と お り 公 表 す る 。  

  令 和 ６ 年 ３ 月 １ １ 日  

 

福 井 市 監 査 委 員  浅  野  信  也  

              福 井 市 監 査 委 員  堀  田  宏  憲  

福 井 市 監 査 委 員  青  木  幹  雄  

              福 井 市 監 査 委 員  玉  村  正  人  
 

１  監 査 の 種 類         定 期 監 査 （ 所 属 別 定 期 監 査 ）  

２  措 置 を 講 じ た 部 局 等     農 林 水 産 部  林 業 水 産 課  

３  措 置 通 知 を 収 受 し た 年 月 日  令 和 ６ 年 ３ 月 ７ 日  

４  措 置 内 容  
 

     指 摘 事 項        措 置 内 容  

公 用 車 の 破 損 を 確 認 し た 際 は

、 福 井 市 財 務 会 計 規 則 第 ２ ２ ２

条 に 基 づ き 、 自 動 車 事 故 発 生 報

告 書 を 作 成 し 、 関 係 所 属 へ 提 出

す る 必 要 が あ る 。  

し か し 、 所 管 課 は 、 保 有 す る

車 両 の 破 損 を 確 認 し た が 、 自 動

車 事 故 発 生 報 告 書 を 作 成 し て お

ら ず 、 関 係 所 属 へ の 報 告 を 怠 っ

て い た 。 そ の 結 果 、 関 係 所 属 に

 自 動 車 事 故 発 生 報 告 書 を 作 成 し 、

関 係 所 属 へ の 報 告 を 行 わ な か っ た 本

件 に つ い て 、 改 め て 自 動 車 事 故 発 生

報 告 書 を 作 成 し 、 関 係 所 属 へ 報 告 を

行 っ た 。 そ れ を 受 け て 、 関 係 所 属 に

よ り 公 益 社 団 法 人 全 国 市 有 物 件 災 害

共 済 会 へ の 手 続 を 行 っ た 。  

 令 和 ５ 年 度 に も 本 件 と 類 似 し た 、

公 用 車 が 停 車 中 に 後 方 の 窓 ガ ラ ス が

破 損 す る 事 故 が 発 生 し た が 、 自 動 車



よ る 公 益 社 団 法 人 全 国 市 有 物 件

災 害 共 済 会 へ の 保 険 の 手 続 が な

さ れ な か っ た 。  

今 後 、 車 両 の 破 損 を 確 認 し た

際 は 、 自 動 車 事 故 発 生 報 告 書 を

作 成 し 、 関 係 所 属 へ の 報 告 を 確

実 に 行 わ れ た い 。  

事 故 発 生 報 告 書 を 関 係 所 属 に 速 や か

に 提 出 し 、 報 告 を 行 っ た 。  

 今 後 、 車 両 の 運 転 に は 細 心 の 注 意

を 払 う と と も に 、 車 両 の 破 損 を 確 認

し た 際 に は 、 速 や か に 自 動 車 事 故 発

生 報 告 書 を 作 成 し 、 関 係 所 属 へ の 報

告 を 確 実 に 行 う よ う 周 知 徹 底 に 努 め

て い る 。  

   


